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Ⅰ．はじめに

2007 年 6 月の改正教育職員免許法の成立に
より，2009 年 4 月 1 日から 教員免許更新制が
導入され，大学などの高等研究機関による更新
対象者への講座が開設されることとなったのは
周知の通りである．

教員免許更新制の主たる目的は「その時々に
教員として必要な資質能力が保持されるよう，
定期的に最新の知識技能を身に付けることで，
教員が自信と誇りを持って教壇に立ち，社会の
尊敬と信頼を得ることを目指す」と文部科学省

が示しているように，教育力向上のために「指
導現場」では得られない，より高度な専門知識
を研究機関にて学び，指導の充実に活かすとい
うことである．

教員免許更新制の導入の背景には，学校教員
に対する社会的信頼の低下があると考えられ
る．第三期の中央教育審議会の答申では「教員
の中には，子どもに対する理解が不足していた
り，教職に対する情熱や使命感が低下している
者が少なからずいることが指摘されている．ま
た，いわゆる指導力不足教員は年々増加傾向に
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あり，一部の教員による不祥事も依然として後
を絶たない状況にある．こうした問題は，たと
え一部の教員の問題であっても，保護者や国民
の厳しい批判の対象となり，教員全体に対する
社会の信頼を揺るがす要因となっている」と指
摘している．

また，文部科学省 (2006) は「社会の大きな
変動に対応し，国民の学校教育に対する期待に
応えるためには，教員に対する揺るぎない信頼
を確立し，国際的にも教員の資質能力がより一
層高いものとなるようにすることが極めて重要
である．変化の激しい時代だからこそ，教員に
求められる資質能力を確実に身に付けることの
重要性が高まっている．また，教員には，不断
に最新の専門的知識や指導技術などを身に付け
ていくことが重要となっており，「学びの精神」
がこれまで以上に強く求められている」とも述
べている．これらの中央政府の意向を踏まえ，
免許更新制講座を開講するにあたり，多くの大
学が独自の特色を活かすべく 2008 年度より準
備を進めてきた．

そのような経緯を踏まえ，今回は仙台大学で
開設された免許更新制講座内容と担当教員の事
後報告書を基に，今後の免許更新制の在り方に
ついて検討すると共に，体育系大学と位置づけ
されている全国各地の他大学の免許更新制に関
する取組み内容を調査することで，初年度の実
態と問題点などについて検討し，今後の本学の
教員免許更新制講習の取組みに対する改善点や
可能性などについて述べていきたい．

Ⅱ．制度の概要

2009 年 4 月以降に授与される教員免許状 ( 新
免許状 ) には 10 年間の有効期限が定められて
いる．新免許状を保有している者は有効期間満
了までの 2 年 2 ヶ月以内に大学などが開設する
30 時間以上の免許状更新講習を受講・修了し，
免許管理者に申請して更新することが必要とな
る．2009 年 3 月 31 日までに授与された教員免
許状 ( 旧免許状 ) には有効期間は定められてい
ないが，旧免許状を持って勤めている現職の教
員には，各自の修了確認期限 2 年 2 ヶ月前から
2 年間の内に，大学などが開設する 30 時間以
上の更新講習を受講・修了し，免許管理者に申
請して更新講習修了確認を受けることの義務が
課されている．従って，新免許状所持者と同様
に講習の受講・修了と諸手続が必要となる．

尚，下記の①～⑩の「教員を指導する立場に
ある者」や「表彰者」などは講習を免除される．
但し知識技能が不十分である場合は免除対象と
はならない．

①校長，園長 ②副校長，副園長 ③教頭 ④主
幹教諭，指導教諭 ⑤教育長 ⑥指導主事 ⑦社会
教育主事 ⑧その他教育委員会において学校教
育又は社会教育に関する指導等を行う者 ⑨免
許状更新講習の講師となっている者 ⑩文部科
学大臣，教育委員会等から教科指導法または生
徒指導その他その者の所持する免許状に関係す
る知識技能優秀であることについて表彰を受け
た者

表 1　日本体育学会第 59 回大会体育科教育専門分科会企画シンポジウム報告より
免許更新制講習への参加者の意見（抜粋）
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Ⅲ．制度の課題　

松田ら（2009）が開催した体育科教育学分科
会でのシンポジウム報告によると，本制度に関
する意見として，「大学教員の側に関する問題
点」や「更新講習の内容」，「制度自体の仕組み」，

「現場教員の意識」の 4 点についての内容が多
く挙がったようであった．4 点についての詳細
は表 1 の通りである．

これらの課題も参考にし，仙台大学を中心に
体育系大学が実施した内容について調査を進め
た．

Ⅳ．免許更新制における仙台大学の位置づけ

１．2009年度の取り組み
東北地区及び仙台圏における唯一の体育系大

学としての利点を活かした特色ある講座を 35
科目開設した．講習名並びに受講者数について
は以下の表 2 の通りである．主な受講者が保健
体育科教諭及び養護教諭であることを踏まえ，
様々なニーズに対応できるよう講座を開設．ま
た現場での実技指導や校務分掌などにより多
忙な現職の教員に配慮し，講習日程は 6 月から
12 月までの週末を利用するなど，長期スパン
での充実した研修を展開．

これら講座が多数ある中で，「応急手当」「疾
病予防・健康管理」の 2 講座は 2009 年度の講
習の中では受講者が多い傾向にあった．教諭及
び養護教諭が対象であったが，これらの分野は
授業での話題提供のみならず，受講者自身が学
校現場での緊急時での対応に備えての場合も考
えて受講したとも考えられる．短期間ではある
が学校に勤務し，校務分掌でも保健担当であっ
た経験がある筆者にとっても，普段の業務では
知り得難いこれらの知識をより専門性を持った
教員から得られるのであれば受講する意味が大
いにあると理解できる．

Ⅴ．�2009 年度の体育系他大学の更新制
に対する取組み

表 3 は全国の体育系大学として位置づけられ

ている他大学の更新講習に関する取組みを一覧
にしたものである．日程・講座内容・講座受け
入れ人数等についての取り組みについて表し
た．受け入れ人数等はやはり開講初年度という
ことからも募集人員の予測が困難なため，数十
名程度に収めているようである．

全体の傾向としては 9 つの大学が必修領域の
講座「教育の最新事情」（全教科教員対象科目）
も開講しており，一つの大学で免許更新に必要
な「必修単位」と「選択単位」を含む全講習を
短期間で集中して受講できるようなシステムが
多くみられる．一方で仙台大学のような長期的
に「選択単位」に関する講座を開講する日程設

表 2　「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関す
る事項」に関する免許状更新講習

（仙台大学　実施一覧）
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定は他大学ではあまりみられなかった．
また，受講内容については，表 3 にある K

大学のような女性限定の講習や武道系大学での
最新の柔剣道指導法の講習など，大学独自の特
色を活かした講座が多く開かれており，特に首
都圏に所在する大学では他大学との差別化を強
く図っているようにみてとれる．

Ⅵ．�講座開設担当大学教員からの指摘及び
受講者の講習評価

先に取り上げた大学側の講習制度に関して，
担当教員からの講習終了後に実施したアンケー
トを以下のように項目別にまとめた．
「講習日程について」
長期にわたり講座を開設していることもあ

り，受講者自身が興味を持つ内容を受講するこ
とが可能であったが，受講者の中には講習の内
容に関係なく自身のスケジュールの空いた期間
に合わせて受講した者もいたようである．
「受講者数について」
1 人や 2 人で行うことよりも，多人数での開

講を希望する教員が多く（35 人中 17 人 )，そ
の理由としては教材準備や対人的技能や集団的
技能の講習を実施することがやや困難であると

いう理由からである．主に実技に関する講座を
開設している教員からの意見が多くみられた．
「事前準備について」
受講者に通達した事前課題意識調査内容の改

善を指摘する意見が 35 人中 5 人であった．事
前に受講希望者の受講理由や経歴を知り得てお
くことで講義をより受講者の興味及び関心を引
き付ける内容としたいという大学教員の狙いが
見える．

実技系科目の講座に関しては専門性を高めた
いという一方で，授業に活用すべく専門競技以
外を受講したいというニーズがあることも今回
の講座で明らかになったため，事前課題意識調
査を改善しつつ各種目共に講義内容の位置づけ
を再考する必要性があろう．
「複数教員担当制について」
主に保健学分野担当の教員からの指摘があっ

た．保健分野に関しては 21 年度の場合，養護
教諭を主な対象とした開講講座である「応急手
当」「疾病予防・健康管理」などの受講者数の
傾向から，年 2 回の時期で 20 ～ 40 名の受講者
を確保することが可能であると推測でき，オム
ニバス形式の同内容の講座を 2 回実施すること
で多くの教員の専門的知識を提供できるとも考
えられる．

表 3　全国体育系他大学の更新講習の取り組み（平成 21 年度）
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体育学分野に関しては領域や種目ごとに知り
得たい内容が受講者毎に異なる点と実技種目の
部活動担当者は休日に大会などが催されるた
め，一時期に集まることが困難であると思われ
る．
「講習評価」
免許状更新講習を実施するにあたり，文部科

学省は免許状更新講習規則第 7 条第 2 項で述べ
ているように，今後の講習の改善を図ることを
目的に受講者への事後評価アンケートを作成し
た．図 1 はその免許状更新講習受講者評価書の
一例であり，表 4 は平成 21 年度に本学で実施
された講習終了後のアンケートの集計結果であ
る．

表 4 に記されているように質問項目Ⅰ，Ⅱ，
Ⅲ，全体平均の 4 項目全てにおいて 99%の受講
者が「よい」「だいたいよい」と評価されてい
ることから充実した講習内容であったと考えら
れる．だが，項目Ⅲの「本講習の運営面」につ
いては他項目と比較すると「だいたいよい」の
割合がやや高い．この割合が他より高いという
ことは受講者数，会場，連絡等について改善す
べき点があるとも捉えることができる．

Ⅶ．まとめ・今後の課題

１．講座開設の立場からの視点
2009 年度の受講者数が当初予定していた受

け入れ人数よりも大幅に少ない講座が多かっ
た．講習期間を分散し，多くの講座を開設する
ことで，受講者側の選択肢が広がり，自身の興

味ある研修を受けることが可能となった反面，
研修準備を行う大学教員の立場を考慮すると，
分野毎に開講科目を定め，隔年で担当教員を入
れ替える，或いは複数の教員での講座開講など
の措置を取ることもよいのではないか．例を挙
げれば，保健学分野では複数担当教員制を設け
て同内容の講座を 2 期開催する事や実技関連講

表 4　講習の効果に関する事項（本学受講者の評価結果）

図 1　免許状更新講習受講者評価書
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座では武道系種目である柔剣道で 1 講座，球技
系では侵入ゲーム型，ネットゲーム型などの領
域毎に 1 講座を開設するなどの措置を取ること
で一講座当たりの受講者数の 10 人前後の確保
と開講担当教員の負担減になるという利点があ
るのではないか．但し，2009 年度開講を参考
にした見解であるためその年度により受講者数
自体が大きく変動するため，複数担当教員制が
必ずしも良いとはいえないだろう．数年後の受
講者数の推移を把握していく必要があるだろ
う．
２．受講者からの視点
前項にも述べているように，開講期間が他大

学とは異なり長期に亘っているため，自らが興
味のある分野を選択しやすく，且つスケジュー
ルになるべく支障なく受講できるというメリッ
トがあると考えられる．

また，「大学の施設面の充実さに驚いた」と
講座担当教員の事後報告書に記載されていた受
講者の感想からも推測できるように普段とは異
なる環境下での講習に充足感を得ることができ
たともいえよう．高等教育機関でしか得られな
い知識・情報を受講者に提供し，現場教育に活
用してもらえるような工夫をしていけるとよい
のではないか．
３．講習認定に関して
2009 年度仙台大学で行われた講習の中で履

修認定不可という受講者はおらず，無事に修了
したという報告を受けた．但し，更新制初年度
ということもあり，開講側の大学教員も採点基
準の確立が為されないままに不可という判定は
下し難いというのが本音ではないだろうか．実
務時間或いは課外活動や休暇の時間を削り，受
講している教員の心情を考えると安易に「不
可」は出せない実情もあるのではないかと思わ
れる．

今後は修了認定に関する基準を明確にしつ
つ，本来の目的である「より良い教員の確保」
のための研修となるよう，研究機関と政府，現
職の教員達の相互理解の下，議論を重ね免許更
新制講習の更なる充実が望ましいと考えられ
る．

４．終わりに
「教員の資質向上」を目的に，教育改革とし

てスタートした免許更新制だが，「指導力不足
教員の排除の為の制度」や「更新不必要論」と
いうような否定的な意見が出ているのも事実で
あり，政府の方針によって左右されそうな定着
していない制度であるため，未だ迷走中である
とも考えられる．だが，今回のような調査をきっ
かけとして、更新制のあり方や教員研修制度に
ついての意見交換や討論などが活発になればよ
いと考えている．数年の議論と実践事例のみだ
けでなく，今後も更新制を政府が継続し実施し
ていくならば，講習を実施している大学などの
機関に関わる者の意見や受講者である教員の意
見を確実に聞き入れながらこの領域の研究を細
部まで進め，この制度の基盤を作りあげていく
必要があると思われる．
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